
かながわリサイクル製品認定制度について 

 

１ リサイクル製品認定制度の目的 

  ○ 効率的な循環型社会を形成し、持続的な発展を実現していくためには、廃棄物のリサ

イクルの促進や担い手となるリサイクル産業の育成・振興を図る必要があり、廃棄物を

原材料としたリサイクル製品の生産・販路拡大が必須である。 

○ そこで、平成 22年４月に一定の要件を満たしたリサイクル製品を県が認定すること

で信用力を付加し、利用を促進するリサイクル製品認定制度を創設した。 

 

２ 制度の概要 

（１）認定要件 

   知事は、制度の目的である「循環型社会の形成」に資するものと認められ、かつ、  

次のア～オに掲げる認定要件のいずれにも適合しているリサイクル製品を認定する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認定製品 

     （１）の認定要件を満たした廃棄物を再生利用して製造された製品を認定する。 

  

 

 

 

 

 

 

（３）申請から認定までのフロ－ 

 

 

 

（４）検討会 

   外部有識者５名からなる「リサイクル製品認定検討会」により、知事から付議された

案件について、次の事項を検討する。 

   ①  認定要件に対する適合性 

     ②  認定製品としての総合的妥当性 

 

 

ア  申請時において既に県内で販売され、又は申請から６か月以内に県内で販売さ 

れることが確実であり、かつ、安定的に供給できること。 

  イ 主に県内で発生した循環資源を原料の全部又は一部として製造されていること。 

  ウ 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場で製造が行われて 

いること。 

  エ 原料調達、製造、販売、廃棄等において関係法令等が遵守されていること。   

  オ  別に定める安全性・品質等の認定基準を満たしていること。 

（例）生活用品 → ごみ袋､カーペット､食器類､ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、衣服類 等 

   農業林業 → 肥料、脱臭剤（活性炭）､プランター､ネット 等 

   日曜大工 → すのこ､軍手､包装ひも､段ボール 等 

   工業部品 → ボルト、ナット等の部品類 等 

申請  →  書類審査  →  現地確認  →  審査会の審議  →  認定 

資料２－４ 



（５）県の責務、認定事業者の責務 

  ① 県の責務 

   ア 県は、物品等の購入において、一般製品と、品質面、価格面等において同等の 

認定製品があるときは、当該製品を積極的に使用するよう努める。 

   イ 県は、市町村に対し、認定製品の優先的な使用に配慮するよう協力を求める。 

   ウ 県は、認定製品の使用が促進されるよう、県民及び事業者、関係機関等に対し、

認定製品に関する情報提供に努める。 

   エ 県は、認定製品が適正に製造・管理されているかどうかを確認するため、必要 

な限度において、報告の徴収や事業場等に立入調査等を行う。 

  ② 認定事業者（リサイクル製品の認定を受けた事業者）の責務   

   ア 認定事業者は、認定製品の品質、安全性等を維持するため品質管理計画を作成 

し、その計画に基づき認定要件への適合状況を定期的に確認しなければならない。 

   イ 認定製品の流通、販売過程において、消費者等との間で認定製品の品質、安全 

性等に関する問題が発生したときは、直ちに県に報告するとともに認定事業者が 

自らの責任においてその処理を行わなければならない。 

   ウ 認定事業者は、前年度の認定製品の販売実績を報告しなければならない。 

     

３ 認定マ－ク 

   リサイクル製品認定制度の普及啓発を効果的に進めるため、認定事業者は、認定マーク

を認定製品に付して販売することができる。 

 

４ 今後のスケジュール(予定） 

  平成 27年６月   認定製品の第６回募集開始 

 ７、８月 書類審査、現地確認等 

         ９、10月 検討会の開催、認定製品の決定、記者発表 

 

５ 参考【認定製品】 

年度 認定番号 事業者名 所在地 認定品目 製品名等
10-1 南開工業㈱ 南足柄市 園芸用品 ジョロペット　
10-7 横浜環境保全㈱ 横浜市 堆肥 ハマのありが堆肥
10-8 ナカノ㈱ 横浜市 作業手袋 よみがえり・よみがぁ～る
10-10 ㈱三凌商事 東京都 堆肥 サンリョウ有機
10-11～13 ㈱おぎそ 岐阜県 食器類 ﾘｻｲｸﾙ高強度磁気食器OGISO
10-14 ㈱二見 小田原市 肥料 健やかファーム
11-1～5 ㈲服部商店 綾瀬市 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 ﾛｺﾖｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ　他４製品
11-6 三浦地域資源ユーズ㈱ 三浦市 肥料 Ｍバイオ・たいひくん
11-7 中央環境開発㈱ 横浜市 点字ﾌﾞﾛｯｸ エコ点字ブロック
11-8 ㈱二見 小田原市 飼料 豚鶏用食品残さ乾燥飼料
12-1 ㈱ヨコハマ全建 横浜市 流動化処理土 全建ソイル
12-3 ㈱ﾗｲﾌﾟﾛﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 横浜市 環境配慮型ﾎﾟﾘ袋 リサイクルポリ袋
12-4 南開工業㈱ 南足柄市 日用品 ｴｺｷｬｯﾌﾟｷｬﾘｰﾊﾝﾄﾞﾙ
12-5 ㈱SION 滋賀県 木質成型舗装材ﾌﾞﾛｯｸ ｳｨｰﾄﾞﾛｯｸ森のれんが
13-1 ㈱リコーン 川崎市 ドライモルタル ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ
13-2 ㈱セイコーバイオテクノ 静岡県 洗浄剤 バイオクリーン
14-1 ㈱リコーン 川崎市 ドライコンクリート ハイブリッドジャリコン
14-2～5 ㈲光巨プロジェクト 横浜市 食器類 Rompbabyのあんしんな食器
14-6 中央環境開発㈱ 横浜市 農業用土壌改良剤 エコカル

H26

H22

H23

H24

H25

 計 28製品(平成 27年４月１日現在） 

 



かながわリサイクル認定製品支援措置の状況 

 

１ 支援措置状況 

（１） 神奈川グリーン購入基本方針に位置づけ 

かながわリサイクル製品認定制度実施要綱を神奈川県が物品やサービスを購入する 

際の基本的な方向性を配慮する「神奈川グリーン購入基本方針」の個別方針に位置づけ

ることで、県機関の優先的率先利用につなげる。（H22.4.1～） 

（２） 神奈川県あっせん調達要綱の改正 

県会計局所管の同要綱を改正し、かながわリサイクル認定製品を県が物品購入する際、 

随意契約で購入できる金額 10万円以下を 160万円未満まで引き上げることで、県機関

に優先的率先利用につなげる。(H23.4.1～) 

  

２ 広報 

(１）展示・紹介  

①平成26年度

期　間 事 業 名 場　所 内　容

平成26年５月31日、６月１日
地球環境イベント
アジェンダの日2014

象の鼻パーク
ブース展示・紹介
（アンケート実施）

平成26年６月７日､８日、
　　　　10月19日

逗子市「ずし環境フェスティバル」 逗子市役所 展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

平成26年６月9日～18日 県庁新庁舎１階ロビー展示
県庁新庁舎１階ロビー
展示コーナー

展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

平成26年６月14日、21日 マイバッグキャンペーン ユニー 長津田店、座間店 展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

平成26年8月2日 西武東戸塚店2014ＥＣＯエコフェア 西武東戸塚店 展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

平成26年10月25日 神奈川再発見フェア イオン大和鶴間店 展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

平成26年10月1日～10月31日 県庁第二分庁舎１階ロビー展示
第二分庁舎１階ロビー
展示コーナー

展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

平成26年10月14日～10月23日 県庁新庁舎１階ロビー展示
県庁新庁舎１階ロビー
展示コーナー

展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

平成26年11月23日 愛川町「第２回環境フェスタ」展示 愛川町 展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布

② 平成27年度

期　間 事 業 名 場　所 内　容

平成27年５月30日､31日
地球環境イベント
アジェンダの日2015

象の鼻パーク
ブース展示・紹介
（アンケート実施）

平成27年６月3日～30日 県庁第二分庁舎１階ロビー展示
第二分庁舎１階ロビー
展示コーナー

パネル展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成27年６月22日～30日 県庁新庁舎１階ロビー展示
県庁新庁舎１階ロビー柱

パネル展示・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

 

（２）協力依頼 

  ① 県ＨＰ「かながわリサイクル情報」を活用した普及啓発 

  ② 県広報紙：県のたより、 

主な民間広報誌：中小企業ｻﾎﾟｰﾄかながわ（(公財)神奈川産業振興ｾﾝﾀｰ）、財団・3R 

だより（(公財）廃棄物・3R財団)、かながわ産廃((公社）＊神奈川県産業廃棄物協会) 

＊印の団体へは、チラシの配架、会員への周知、ホームページへの掲載を依頼している。 

   ③ 県内市町村へ認定製品のパンフレットを送付する際、通知文で「優先的な使用」 

を依頼 


